(３)　男女参画・府民協働課
目　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男女共同参画グループ　

府民協働グループ　

事務執行概要
男女共同参画グループ

１　ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）の管理・運営

　　○予算及び決算額の推移

	
	（※１）令和２年度
	（※１）令和３年度
	（※２）令和４年度

	予算額
	管理・運営
	6,600千円
	24,000千円
	24,000千円

	決算額
	管理・運営
	6,600千円
	24,000千円
	24,000千円


　　（※１）令和２年度・３年度は、指定管理者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響によるキャンセル料不徴収分及び施設を維持するための最低限の経費に対し補填を行った。
　　（※２）令和４年度は、指定管理者に対し、電気代の上昇に伴う経費の増加分の一部支援を行った。
　　女性の自立とあらゆる分野への参加・参画を促進し、男女共同参画社会の実現に資するための中核施設として設置したドーンセンターの管理・運営については、平成18年度より指定管理者制度を導入しており、令和３年度からドーン事業共同体に委託した。
　　○所在地　　　　大阪市中央区大手前一丁目３番49号
　　○主な施設機能
　　　・大小会議室、視聴覚スタジオ、ワークステーション
　　　・500人収容のホール、パフォーマンススペース　等

　　　・情報ライブラリー

　　　　女性関連情報の収集と提供（女性関連の図書、行政資料等を約11万9千点収蔵）
　　○利用状況
	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度

	来館者数
	112,976人
	131,158人
	211,162人

	会議室等利用率
	28.5%
	31.3%
	37.5%


２　男女共同参画推進のための啓発講座等の実施

　　男女共同参画に対する正しい理解と認識を深めるため、大阪府域における男女共同参画施策の課題を分析し、実践的かつ効果的な講座、ワークショップ、研修等を実施した。

　　・市町村職員対象（基礎）　４回　　　　・行政職員対象　　　　　１回
　　・市町村職員対象（応用）　２回　　　　・地域防災リーダー等対象　１回
　　・教職員対象　　　　　　　３回

　　・企業人事担当者対象　　　２回

　　・府民対象　　　　　　　　２回

３　大阪府女性基金の運営  [創設年月日  平成３年10月21日（大阪府基金条例）]
　　女性の自主的な活動を支援するとともに、個人が尊重され、性別にとらわれず、男女がともにいきいきと暮らすことのできる社会づくりを進めるため、大阪府女性基金の造成に努めた。

　　○基金の造成・運用状況 
	区　　分
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度

	寄附金収入
	3,160千円
	3,340千円
	4,125千円

	基金運用収入
	4千円
	4千円
	3千円

	取崩し額
	3,000千円
	3,000千円
	3,000千円

	基金総額
	12,002千円
	12,346千円
	13,474千円


　　　※基金運用収入については、平成24年度まで基金に積立てず事業財源として充当
４　女性に対する暴力への対応

　　配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪など、女性に対する暴力が大きな社会問題となっていることから、女性に対する暴力の防止・被害者支援について、広く府民への周知を図り、暴力を許さない社会づくりを推進するため、令和４年３月策定の「大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（2022-2026）」に基づき諸事業を実施した。

（１）「女性に対する暴力をなくす」ための啓発

　　　暴力を許さない社会の機運を醸成するため、「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）中、ドーンセンター、太陽の塔、天保山大観覧車、ピースおおさか、キタハマミズム（北浜テラス）、中之島図書館等を、運動のシンボルカラーであるパープルにライトアップした。

その他にも、関係団体の協力を得て関連セミナーを開催、ドーンセンターにおいて、パープルリボンにちなんだ展示や、上映会などを実施した。

（２）大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議・ブロック会議の運営（平成17.５月設置）
　　・大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議の開催　（令和４年４月）
大阪府及び府内市町村の関係する機関が相互に連携し、総合的な施策を推進するため、意見交換、情報提供、市町村の取組についての報告などを行った。

　　・市町村相談員及び相談事業関係者のためのブロック別情報交換・事例検討会の開催

大阪府内を市町村規模別に７つのブロックに分け、ブロックごとに困難事例への対応検討及び具体的助言など、相談対応力向上に向けた情報交換・事例検討会を開催した。（令和４年10月～11月）
（３）大阪府「女性に対する暴力」対策会議の運営（平成12.９月設置）

　　　「性暴力・性犯罪対策に関する取組方針」のとりまとめを行うとともに、庁内及び市町村連携について各部局より報告・情報交換を行った。（令和５年１月）
（４）大阪府「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネットワーク」の運営（平成19.２月設置）

　　　セミナー「女性に対する暴力をなくすために、男性とともに取り組む」を開催した。（令和４年11月）
※行政、団体、ＮＰＯなど19団体で構成

（５）民間団体へのカウンセラー派遣事業

　　　民間団体のシェルターへカウンセラーを派遣した。（令和４年度　36回派遣）
（６）ＤＶ防止対策の推進
・学校教職員等に対し、教職員向けＤＶ被害者対応マニュアルについて周知するとともに、デートＤＶ防止啓発のＤＶＤやリーフレット等の活用を働きかけた。
５　男女共同参画推進条例と「男女共同参画計画（おおさか男女共同参画プラン（2021‐2025））」の具体化
　　府民や事業者とともに、男女共同参画社会の実現をめざすための指針である大阪府男女共同参画推進条例等に基づき、男女共同参画施策を実施するとともに、条例等の趣旨・内容等についての周知を図った。

（１）男女共同参画計画に基づく施策の実施
　　　令和３年３月に策定した男女共同参画計画（おおさか男女共同参画プラン（2021‐2025））に基づき各種の施策を実施した。

（２）事業者の男女共同参画の取組促進
　　　条例第11条に基づき、事業者による男女共同参画に向けた自主的な取組を促進するため、女性の能力活用や仕事と家庭の両立支援など、働く場における男女共同参画に積極的に取組む意欲のある事業者を「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録するとともに、平成30年度からは、さらなる女性活躍に向け取組む事業者を認証する「男女いきいきプラス」と、独創的、先進的な取組等を行っている事業者を表彰する「男女いきいき事業者表彰」を実施している。
　　　　　男女いきいき・元気宣言登録事業者702社（令和４年度末現在）

　　　　　男女いきいきプラス認証事業者131社（令和４年度末現在）
（３）男女共同参画施策苦情処理制度の運営

　　　条例第12条に基づき、男女共同参画施策等に対する府民からの苦情に対応する苦情処理制度を運営した。

　　　○根拠法令等　　大阪府男女共同参画施策苦情処理要綱(平成14年８月１日施行)

　　　○苦情処理委員　３名(大学名誉教授１名、弁護士２名)

　　　○正式申出件数　０件
（４）女性活躍推進に関する取組

　　　　　オール大阪で女性活躍推進の機運を盛り上げるため、産官学等で構成する「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議」を運営し、平成28年度からは毎年９月を「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進月間」と定め、府域及びドーンセンターにおいて関連イベントを実施している。令和４年度も例年どおり９月にドーンセンターにて「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進 ドーン de キラリ ２days 2022」を開催。但し、全国的な新型コロナウイルスの感染拡大により、一部プログラムを除き、原則ウェブ会議で実施。

　　○予算及び決算額の推移（平成29年度まで　産官学協働女性活躍推進費、
平成30年度から　ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業）

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度

	予算額
	3,923千円
	2,985千円
	3,645千円

	決算額
	3,354千円
	2,688千円
	3,286千円


（５）大阪府男女共同参画審議会の運営

　　　男女共同参画の推進に関する施策の重要事項を調査審議するために大阪府男女共同参画審議会を設置している（令和４年度は審議会の開催はなし）。
（６）市町村男女共同参画行政所管課長会議の運営

　　府と市町村との連携を密にし、府の男女共同参画行政の円滑な推進を図るため、市町村男女共同参画行政所管課長会議を開催し、情報提供や市町村の取組についての報告などを行った。
　（令和４年４月・オンライン開催）
（７）大阪府男女共同参画推進本部の運営
　　「大阪府男女共同参画推進条例」及び「おおさか男女共同参画プラン（2021‐2025）」に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に向けた諸施策を、総合的かつ効果的に推進するために設けられた「大阪府男女共同参画推進本部」（本部長：知事）及び男女共同参画推進責任者（各部局次長等で構成）の下に設置されている男女共同参画企画推進員（各部局総務課等職員で構成）に対し、情報提供に努めた。
（８）男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドラインの作成
　　平成20年３月に作成した「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引」を改訂し、「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」を令和３年３月に作成、同年１１月に改訂した。
６　相談事業等の実施

　　○予算及び決算額の推移

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度

	予算額

	相談事業
	19,196千円
	19,196千円
	19,196千円

	
	SNS相談事業
	―
	6,311千円
	5,808千円

	
	その他事業
	―
	13,861千円
	14,195千円

	決算額

	相談事業
	19,196千円
	19,193千円
	19,195千円

	
	SNS相談事業
	―
	6,311千円
	5,808千円

	
	その他事業
	―
	13,788千円
	13,127千円


相談事業については、高度かつ専門的なノウハウを活かした相談事業を展開するため、令和元年度から参加意思確認型公募により(一財)大阪府男女共同参画推進財団に委託した。また、令和３年度からSNSによる相談を追加した。
ドーンセンターにおける困難・課題を抱える女性に対する支援事業については、令和３年７月からドーン事業共同体に委託し、新型コロナウイルス感染症の影響により不安や悩みを抱える女性に対する支援強化を目的に、必要な情報提供や相談対応、同じ悩みを抱える者同士が交流できる場を提供するとともに、協賛企業等により提供を受けた女性用品等の配布を行った。

（１）相談・SNS相談事業の委託

　　○女性相談事業の委託

　　　・面接相談、電話相談、ＳＮＳ相談

　　　・ＤＶ被害者等のためのサポートグループ

　　　・ＤＶ被害・性暴力被害等の女性のための法律相談（女性弁護士が対応）

○男性相談事業の委託

　　　・電話相談

　　○市町村相談員等対象のスキルアップ研修会、ブロック別会議の実施
（２）ドーンセンターにおける困難・課題を抱える女性に対する支援事業の委託（R3.7.14～）
○情報・相談室の設置（来所者数1,151名）

○交流の場づくり（交流会実施回数54回、参加者294名）
○生活用品等の提供（計31の協賛企業・団体より3,000点以上の物品提供）

府民協働グループ
１　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証・認定・監督事務

　　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）にかかる設立認証及び定款変更認証等の事務を行うとともに、事業報告書等の提出の督促や設立認証の取消し等の監督を行った。また、平成24年４月１日から特定非営利活動促進法の改正により、認定（特例認定）ＮＰＯ法人の認定（特例認定）事務を行うとともに、大阪市・堺市が法上の所轄庁となった（令和４年度末大阪府全体法人数　3,419法人、内訳：大阪府1,771法人、大阪市1,382法人、堺市266法人）。

（１）設立認証等の状況（令和４年度）（府全体）

　　　　設立認証申請　　　　　８５件（府  37件、大阪市37件、堺市11件）

　　　　認証　　　　　　　　　７９件（府  35件、大阪市33件、堺市11件）

　　　　不認証　　　　　　　　　０件（府　０件、大阪市　０件、堺市０件）

　　　　定款変更認証申請　　１０８件（府  51件、大阪市 48件、堺市９件）

　　　　認証　　　　　　　　１１０件（府　56件、大阪市 46件、堺市８件）

　　　　不認証　　　　　　　　　０件（府　０件、大阪市　０件、堺市０件）

　　　　※認証数には、前年度申請分を新年度で認証したものも含む。

（２）認定（特例認定）ＮＰＯ法人の認定等の状況（令和４年度）（府全体）

　　　　認定申請　　　　　　　　８件（府２件、大阪市 ６件、堺市０件）

　　　　認定　　　　　　　 　 １０件（府３件、大阪市 ７件、堺市０件）

　　　　不認定　　　　　　　　　０件（府０件、大阪市 ０件、堺市０件）
　　　　特例認定申請　　　　　　 ０件（府０件、大阪市０件、堺市０件）

　　　　特例認定　　　　　　　　 ０件（府０件、大阪市０件、堺市０件）

　　　　不認定　　　　　　　　　 ０件（府０件、大阪市０件、堺市０件）

　　　　※認定及び特例認定数には、前年度申請分を新年度で認定・特例認定したものも含む。また、認定申請及び認定数には更新も含む。

（３）監督の状況（令和４年度）（府が行ったもの）

　　　　事業報告書等の提出の督促　　４１件

　　　　過料事件通知　　　　　　　　　３件

　　　　報告の徴収　　　　　　　　　　０件

　　　　立入検査　　　　　　　　　　　０件

　　　　改善命令　　　　　　　　　　　０件

　　　　設立の認証の取消し　　　　　　１件（３年以上にわたって事業報告書等未提出）

　　　　設立の認証の取消し　　　　　　０件（設立認証を受けた後、６月を経過しても未登記）

　　　　設立の認証の取消し　　　　　　０件（改善命令違反）

・根拠法令等　特定非営利活動促進法

　　　　　　　　大阪府特定非営利活動促進法施行条例

　　　　　　　　大阪府特定非営利活動促進法施行細則

２　「大阪府府民協働促進指針」の具体化

　　地域におけるＮＰＯ法人や社会福祉法人等の自立性を高め、行政や自治会等との協働の取組みにより地域課題の解決を図り、もって共助社会の実現をめざすため、府の基本的な考え方を「大阪府府民協働促進指針」として取りまとめた。（平成26年１月）

大阪府は広域自治体として、下記の取組みを進めるとともに、本指針に基づくＮＰＯ法人や社会福祉法人等の団体の地域の絆を活かした協働の取組みが、課題を抱える人々を下支えすることで支える側に回り、その能力を社会で発揮し助け合える、共助社会の実現をめざす。

※共助社会・・・地域課題の解決に向けて、地域に存在するさまざまな団体が協働し、それぞれの持ち場で能力を発揮し、助け合い、支えあう社会

（１）府内市町村との連携強化

　　　府・大阪市・堺市連絡会議を開催するとともに、市町村のＮＰＯ担当者によるブロック別連絡会議の運営に対する支援を行った。
　　　・府・大阪市・堺市連絡会議に出席　１回

　　　・ブロック別連絡会議　各ブロック１回
・設立認証等事務担当職員研修　２回

（２）中間支援組織との連携強化

　　　ＮＰＯと行政の協働を促進するため、府政の動きなどのＮＰＯをめぐる状況について、中間支援組織への情報提供や意見交換を行い、連携を進めた。
（３）市民公益税制の実施

　　　大阪府地方税法第37条の２第１項第３号に掲げる寄附金に関する条例に基づき、平成27年１月１日から、所得税の寄附金控除対象である団体からの申請を受け、指定を行った（３号指定）。また、大阪府地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例（以下「４号寄附金条例」という。）に基づき、平成27年６月１日から、条例指定ＮＰＯ法人の指定申出の受付を開始し、指定を行った（４号指定）。
　　　　　３号指定　団体数　　２２９団体　(令和４年度末現在)

　　　　　４号指定　団体数　　　　８団体　(令和４年度末現在)

（４）大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会の運営

　　　４号寄附金条例に基づく指定手続をする場合等にあらかじめ意見を聴くため、大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会を平成27年４月１日に設置した。

　　　令和４年度は２法人から指定の更新の申出があり、下記のとおり開催した。
	日　時
	場　　所
	主な内容
	出席者

	R4.7.21
	大阪府立男女共同参画・

青少年センター３階
会議室
	・申出ＮＰＯ法人に関する審議について

・その他
	５名


	R4.10.28
	大阪府立男女共同参画・

青少年センター３階
会議室
	・申出ＮＰＯ法人に関する審議について

・その他
	５名



（５）協働の推進に向けた交流会の実施

　　　市町村とＮＰＯや地域の自治会、企業などの様々な団体がお互いの取組内容等の情報交換を行うとともに、効果的な協働のあり方を意見交換する交流会を摂津市との共催により開催した。
（６）先導的取組みの情報収集・発信

　　　市町村等が円滑にＮＰＯ法人等との協働による取組みを促進することができるよう、府域におけるＮＰＯ法人の先導的な取組みについて、ホームページを通じて情報発信している。

３　大阪版地方分権推進制度による市町村への権限移譲

　　大阪版地方分権推進制度に基づき、特定非営利活動法人の設立認証等事務を一部市町村への権限移譲を実施した。また、権限移譲事務に係る交付金を市町村に交付した。

（１）権限移譲を実施した市町村及び移譲日

　　　　岬町（平成21年１月１日）

　　　　大阪市、堺市、岸和田市、熊取町（平成22年９月１日）

　　　　茨木市、河内長野市、河南町（平成22年10月１日）

　　　　池田市、富田林市、箕面市、大阪狭山市、豊能町、能勢町、太子町（平成23年１月１日）

　　　　摂津市（平成23年４月１日）

　　　　寝屋川市（平成23年９月１日）

　　　　泉大津市、松原市、阪南市、忠岡町（平成23年10月１日）

　　　　羽曳野市（平成24年１月１日）

　　　　豊中市（平成24年４月１日）

　　　　和泉市、藤井寺市、四條畷市(平成24年９月１日）

　　　　守口市、八尾市、柏原市、門真市、東大阪市、交野市、千早赤阪村(平成24年10月１日）

　　　　高槻市、貝塚市、枚方市（平成25年１月１日）

　　　　泉南市（平成26年１月１日）

　　　　泉佐野市（平成27年１月１日）

　　　　高石市、田尻町（平成27年４月１日）

　　　　大東市（平成27年10月１日）

　　　　吹田市（平成28年10月１日）
　　　　島本町（令和４年10月1日）
（２）移譲事務市町村交付金

　　　　　　　　　　　　　R２年度　　　  R３年度　　　  R４年度
　　　　予　算　額　　　34,998千円     29,145千円     27,349千円
　　　　決　算　額　　　25,712千円     24,616千円     22,598千円
　　・根拠法令等　大阪版地方分権推進制度実施要綱

４　消費生活協同組合の指導・監督

　　　　　　　　　　　　　R２年度　　　R３年度　　　 R４年度
　　　　予　算　額　　　　331千円　　　291千円　　　291千円
　　　　決　算　額　　　　202千円　　　212千円　　　199千円
　　　消費生活協同組合法に基づき、定款変更等の許認可を行うほか、組合の適切な運営と健全な発展を図るため、必要な指導・監督を行った。

　（消費生活協同組合の状況）　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年３月31日現在）

	連合会
	地域生協
	職域生協
	合計

	
	供給利用
	医療福祉
	共済
	小計
	職場
	大学
	小計
	

	　　２
	８
	１４
	　４　
	２６
	　４
	１１
	１５
	４３


（１）許認可業務

　　・許認可件数

	
	令和２年度度
	令和３年度
	令和４年度

	設立、合併、解散認可
	　１件
	　３件
	　１件

	定款、事業規約変更認可
	２２件
	１８件
	２１件

	員外利用許可
	　４件
	　２件
	　４件


（２）指導・監督業務

　　①　実施状況

	
	令和２年度　　
	令和３年度
	令和４年度
	備考

	法に基づく検査
	１５件
	２２件
	１２件
	生協法
第94条第２項

	改善命令
	０件
	０件
	０件
	生協法
第95条第１項第２号

	解散命令
	０件
	０件
	０件
	生協法
第95条第３項


　　②　厚生労働省が実施する消費生活協同組合実態調査への協力
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